
                         

保護者様  

                       
 

 

帯状疱疹と診断された場合の出席停止について  

 

  帯状疱疹による出席停止期間は、欠席となりませんので、ゆっくり 

療養してください。 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆給食を停止する場合は、担任へお知らせください。 

① 医師の診断を受け、「帯状疱疹」と診断される。 

 

② 出席停止の期間は 

すべての発疹が痂皮化するまで、または医師が決めた期間  

これに基づき学校長が出席停止を決定。 

 

③ この用紙のキリトリ線の右側帯状疱疹治ゆ届 に保護者が記入し、 

登校時に学校に提出する。 

（ 保護者記入で、医療機関の証明は不要 ） 

 
帯状疱疹治ゆ届    柳橋小学校 

 

 帯状疱疹にかかりましたが、医師の診断により、 

治ゆと認められましたので、次のとおり届けます。 

 

 

  年  組 氏名              

 

 

発症日       年   月   日  

（発症日とは症状が出た日です） 

 

 

病院名                    
         （病院の証明は必要ありません） 

 

 

休んだ期間     月    日より 

 

          月    日まで    日間 
           （土日を含めて書いてください） 

   

                年   月   日 

 

 保護者氏名              ㊞ 

き 

り 

と 

り 


